
第８回通常総会議案

（令和２年度）

公益社団法人鳥取県緑化推進委員会

期　日 令和２年２月 14 日
場　所 鳥取市末広温泉町 556
 　　白兎会館
 　　　　　「ちどり」

この議案は、令和2年2月14日開催の総会で承認されました。





 

第８回 公益社団法人 鳥取県緑化推進委員会通常総会 

 

     日 時 令和２年２月１４日（金） 
        午後１時３０分～ 

     場 所 鳥取市末広温泉町５５６ 

       白兎会館 「ちどり」 

       電 話  ０８５７－２３－１０２１ 

 

総  会  次  第 

 

１ 開  会 

 

２ 理事長あいさつ 

 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の指名 

 

５ 議 題 

   第１号議案 令和元年度事業報告及び収支決算について 

            （ 監 査 報 告 ） 

   第２号議案 役員の改選について 

６ 報告事項 

   (１)  令和２年度事業計画及び収支予算について 

７ その他 

 

８ 閉 会 

    

 

 





第１号議案 
 

令和元年度事業報告及び収支決算書について 
（平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日） 

 

  1. 業 務 報 告 

 
１月 15 日（火）  第１回緑の募金等運営協議会【委員、事務局長】 於 県庁会議室 

１月 18 日（金）  監事会（監査）【監事、事務局長】 於 県庁会議室 

１月 22 日（火）  第１回通常理事会 

【代表理事、理事、監事、事務局長】 於 県庁会議室 

２月  7 日（木）   第７回通常総会 

【代表理事、理事、監事、事務局長、会員】      於 白兎会館 

２月  7 日（木）   第１回臨時理事会 

【代表理事、理事、監事、事務局長】 於 白兎会館 

２月 12 日（火）  森林利用課業務担当者会議【事務局長、職員】 於 東京都 

３月 25 日（月）  緑の募金街頭キャンペーンの実施 於 イオン鳥取北店 

    【事務局長、職員】              イオン日吉津店  

５月  9 日（木）    森林・山村多面的機能発揮対策審査委員会  於 倉吉未来中心 

【委員、事務局長】 

５月 11 日（土）   第６４回鳥取県植樹祭【理事長、事務局長,職員】於 鳥取市桂見 

５月 17 日（金）   監事会（監査）【監事、事務局長】 於 県庁会議室 

６月 10 日（月）  第２回臨時理事会（書面表決）  

７月 16 日（木）  第１回臨時総会  於 白兎会館 

          【代表理事、理事、監事、事務局長、会員】  

      〃 （〃）  第３回臨時理事会      於 白兎会館 

                       【代表理事、理事、監事、事務局長】 

７月 24 日（水）   第２回緑の募金等運営協議会 【事務局長】 於 県庁会議室 

７月 30 日（火）   法人指導課立入検査 【事務局長】 於 県庁会議室 

８月  1 日（木）  森林・山村多面的機能発揮対策安全研修会  於 林業試験場 

                    【事務局長、職員】 

８月  5 日（木）～ 6 日（金） 

            みどりの少年団交流集会 【事務局長、職員】  於 船上山少年自然の家 
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８月 28 日（水）  全国緑化推進委員会連絡協議会総会【事務局長】於 東京都 

      〃 （〃）  全国緑の少年団連盟通常総会 【事務局長】     於  〃 

８月 29 日（水）   国土緑化推進機構通常総会 【事務局長】       於  〃 

10 月 ９日（水）   森の教室  米子市立 こたか保育園 【事務局長】  

10 月 10 日（木）  森の教室  米子市立 西保育園 【事務局長】 

10 月 11 日（金）  森の教室 植樹会  とっとり出合いの森 【事務局長、職員】 

10 月 16 日（水）   学校環境緑化モデル事業完成式典【事務局長、職員】 於 鳥取市立遷喬小学校 

10 月 17 日（木）  学校環境緑化モデル事業完成式典【鳥取支部、職員】 於 鳥取市立桜ケ丘中学校 

10 月 17 日（木）  森林利用業務関係ブロック会議【事務局長、職員】於 岡山県 

10 月 21 日（月） 令和元年度鳥取県緑化運動・育樹運動 

                     ポスター原画審査会 【事務局長】        於  県庁会議室 

   10 月 24 日（木）～25 日（金）  

           中国・四国地区緑化推進協議会総会【事務局長、職員】於 香川県 

10 月 25 日（金） 法定外負担金等審議会 【事務局長】  於 県庁会議室 

10 月 28 日（月）  森林・山村多面的機能発揮対策審査委員会（書面審査） 

   11 月 20 日（水）  森の教室  三朝町立 みささこども園 【事務局長】      

   11 月 21 日（木）  森の教室  智頭町立 ちづ保育園 【事務局長】 

   12 月 3 日（火）   第３回緑の募金等運営協議会 【事務局長】      於 県庁会議室 

12 月 4 日（水）  全国緑化推進委員会連絡協議会全体会議       於 東京都 

                  【事務局長、職員】 

12 月 5 日（木）  緑の募金セミナー（森の教室）               於 東京都 

                  【事務局長、職員】  

   12 月 9 日（金）   第２回通常理事会【代表理事、理事、監事、事務局長】 於 県庁会議室 
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２ 令和元年度事業報告 

事業 １ 緑の募金事業 

【令和元年度緑の募金結果】  

 (１) 募金期間及び活動内容 

    春 期  平成３１年３月２５日（月）～令和元年５月３１日（金） 

         （街頭募金、学校募金、家庭募金、職場募金、企業募金等の実施） 

    秋 期  令和元年９月１日（日）～令和元年１０月３１日（木） 

         （学校募金、家庭募金、職場募金等の実施） 

 
 (２) 募金目標及び実績                        （単位：円） 

区  分 平成３０年度 令和元年度 伸び率（％） 
目 標 額 25,000,000 25,000,000 100 

実 績 
春  期 19,879,798 19,859,433 99.9 

秋  期 1,636,039 1,601,983 97.9 

計 21,515,837 21,461,416 99.7 

達成率（％） 86.1 85.8  

 

 (３) 募金内訳                         （単位：千円） 

区 分 
平成３０年度 令和元年度 伸び率 

B/A×
100 金額（A） 比率％ 春 期 秋 期 計（B） 比率（％） 

街 頭 521 2.4 471 0 471 2.2 90.4 

学 校 986 4.6 968 57 1,025 4.8 104.0 

家 庭 15,618 72.6 15,218 248 15,466 72.0 99.0 

企 業 814 3.8 700 155 855 4.0 105.0 

職 場 3,026 14.1 2,128 922 3,050 14.2 100.8 

その他 551 2.5 373 221 594 2.8 107.8 

計 21,516 100.0 19,858 1,603 21,461 100.0 99.7 

 
 (４) 募金団体数                          （単位：団体） 

 

街頭募金 学校募金 家庭募金 企業募金 職場募金 その他 計 

Ｈ３０年度 12 147 1,693 67 514 69 2,502 

令和元年度 11 148 1,744 79 515 68 2,565 
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【令和元年度 緑の募金事業報告】 

 

 １ 森林の整備事業（２９２，８２７円） 

 （１）森林づくりの促進（２９２，８２７円） 

       公共性の高い森林等の整備を推進するため、森林づくり活動及び森林を利用した交流

活動を行った次の団体に対して助成した。 

                （単位：円） 

事業実施主体 事 業 内 容 事業費 助成額 

讃郷愛林協会 
 
（湯梨浜町） 

 ヤブ化した梨廃園跡地を整備し、植林事業
を実施した。 
 植栽：クヌギ 300本 

292,827 292,827 

 

 

 ２ 緑化推進事業（１２，０６８，０８４円） 

 （１）全県緑化の推進（６３２，８２０円） 

   ①  鳥取県植樹祭の開催（３７３，０２０円） 

      県民一人ひとりが、植樹を通じて自然との共生を図りながら、緑を育てる意識を醸成

し、緑豊かな郷土を未来に引き継ぐことを目的として、鳥取県、鳥取市と共催により第

６４回鳥取県植樹祭を開催した。 

  ・開催期日  令和元年５月１１日（土） 

  ・開催場所  鳥取市桂見 「とっとり出合いの森」 

  ・参 加 者 県民、みどりの少年団 他（約 ５００名） 

 

   ② 誕生記念樹の贈呈（２５９，８００円）  

      赤ちゃんの誕生をお祝いするとともに、未来を担う子ども達に豊かなみどりを引き継

いでもらうため、平成３０年９月１日～令和元年８月３１日に生まれた赤ちゃんを対象

に、配布を希望される方１００名に緑化苗木を贈呈した。 
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（２）地域緑化の推進 (１，２０２，１７８円) 

     地域住民の緑化意識の高揚と緑づくりを促進するため、緑化活動及び緑化関係イベント

等を実施した次の８団体に助成した。  

         （単位：円） 

事業実施主体 事 業 内 容 事業費 助成額 

日本造園組合連
合会鳥取県支部 

（鳥 取 市） 

 米子市で「グリーンフェスタ inよなご」を
開催し、緑化・造園に関連するアトラクション
を実施することで地域の緑化に対する意識や
関心の深まりを図った。 
 配布苗：アジサイ、ブルーベリー等 

   計 ６４０本 

252,400 200,000 

にぎわいのある地

域づくり委員会 

（鳥 取 市） 

 湖山池の活性化を図るため、湖山池公園にア
ジサイを５２本植栽した。 
  

93,528 93,528 

楠城自治会 

（鳥 取 市） 

 良好な緑の空間を維持するため、殿ダムふる
さと広場の植栽木７００本の手入れと追加の
植樹を行った。 
 植栽：桜等 ３４本                    

150,000 150,000 

城山まもりたい   
（鳥 取 市） 

 鹿野城址公園の環境整備のため、既存木の手
入れと追加の植樹を行った。 
 植栽：桜等 ２８本 

210,100 200,000 

ふなおか竹林ま
つり実行委員会 
（八 頭 町） 

 ふなおか竹林まつりで来場者に苗木を配布
し、育ててもらうことで緑の大切さを認識して
もらうとともに、竹林公園内に植樹を行なっ
た。  
 植栽：マメナシ等 ８本 

配布苗：ブルーベリー  １３０本 

200,000 200,000 

八東ふる里の森イ

ベント実行委員会

（八 頭 町） 

八東ふる里の森まつりで来場者に苗木を配
布し、育ててもらうことで緑の大切さを認識し
てもらうとともに、八東ふる里の森周辺に植樹
を行なった。  
 植栽：オオモミジ ４０本 
配布苗：ロウバイ・ムラサキシキブ ６０本 

70,296 70,000 

八頭町連合婦人会

（八 頭 町） 

母子生活支援施設の玄関先に植樹を行い、安ら
ぎの空間を造成した。 

植栽：アベリア等 ４７本 
100,000 100,000 

鳥取県緑化推進委

員会日野町支部 

（日 野 町） 

 日野町制６０周年を迎えるにあたり小学校
と連携し、県道沿いに記念植樹を行った。 
植栽：ソメイヨシノ ８本 

188,650 188,650 

 計 ８団体                     1,264,974 1,202,178 
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 （３）学校緑化活動の推進（１，８２５，２１８円） 

   ① 学校緑化推進事業（３９９，９８０円） 

     環境教育の推進のため、２校の校庭の整備に助成した。 

      国府東小学校、高草中学校 

            

   ② みどりの少年団の交流集会 (３４５，２３８円) 

      みどりの少年団が、自然の中での学習や共同生活を通じて、緑に親しみ、思いやりの

心を養うとともに、相互の交流と活動の活性化を図るため、次のとおり交流集会を実施

した。 

    ・開 催 日  令和元年８月５日（月）～ ６日（火） 

    ・開催場所  鳥取県立船上山少年自然の家 

    ・参加者数  団員３０名（３少年団） 

 

  ③ みどりの少年団育成 (１，０８０，０００円) 

    次代を担う子ども達が自然を愛し、心豊かな人間に育つことを支援するため、申請の

あった県内３６小学校のみどりの少年団に対して一律 ３０，０００円の活動費を助成した。 

 

  ④ 全国緑の少年団指導者研修会参加助成 （支出なし） 

   みどりの少年団指導者の指導体制の強化及び活動の活性化を図るため、全国の少年 

団連盟が主催する指導者研修会へ県内指導者を派遣し、全国の指導者との交流、指導技 

術の向上を図るため、参加者に対し経費の一部を助成する。 

  

（４）募金事業交付金 （８，４０７，８６８円） 

      県内各地区の学校及び公的施設等の緑化を推進するため、森林整備や環境緑化事業の 

実施を希望する募金団体に、市町村支部を窓口として家庭募金・学校募金・街頭募金額の

６５％を限度に募金事業交付金を交付した。 

     ・交付対象支部  １９市町村支部（２９７団体） 

     ・交 付 額  ８，４０７，８６８円  

 

（５） 森林・山村多面的機能発揮対策交付金（継続中） 

     荒廃が進む里山林を整備するため地域住民が森林所有者、ＮＰＯ法人、民間団体等と一

緒になって活動組織を作り、里山林の整備や侵入竹の除去、山林資源の活用、森林の中で

の自然体験等の活動を行う場合、活動組織に対し交付金を交付する。 

 ・Ｈ３０年度実施活動組織（H30.4.1～H31.3.31） 

   ４ 団体 交付金額     １，４４６，０００円 

 ・Ｒ１年度実施活動組織（H31.4.1～R2.3.31） 

    ４ 団体   交付予定金額   １，５７３，９００円 
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（単位：円）

団体 交 付 額 団体 交 付 額 団体 交 付 額 団体 交 付 額 団体 交 付 額 団体 交 付 額

19 289,448 42 916,318 1 77,100 1 85,800 3 39,488 66 1,408,154

17 458,262 17 458,262

3 75,000 2 80,000 4 117,200 9 272,200

1 44,000 2 70,000 3 114,000

2 85,000 1 110,000 1 66,000 4 261,000

17 289,500 13 1,049,000 30 1,338,500

5 102,000 12 244,436 8 129,911 25 476,347

2 36,000 11 199,000 13 235,000

2 100,000 7 328,180 1 50,000 10 478,180

7 265,000 19 286,300 26 551,300

29 101,970 14 532,000 2 42,000 45 675,970

2 44,800 7 593,200 9 638,000

1 176,197 1 55,875 2 232,072

5 150,000 8 149,690 4 79,999 17 379,689

5 75,000 6 172,083 11 247,083

5 122,511 5 122,511

1 200,000 1 200,000

1 19,600 1 180,000 2 199,600

2 120,000 2 120,000

107 2,076,426 151 5,194,944 2 143,100 17 446,800 20 546,598 297 8,407,868

日 野 町

江 府 町

合　　計

境 港 市

日吉津村

南 部 町

伯 耆 町

大 山 町

日 南 町

米 子 市

計

鳥 取 市

岩 美 町

八 頭 町

若 桜 町

智 頭 町

倉 吉 市

湯梨浜町

三 朝 町

北 栄 町

琴 浦 町

別紙　１

令和元年度 市町村支部交付金事業一覧

支　部　名
学 校 緑 化 地 区 緑 化 婦人会緑化 団 体 緑 化 公共施設等緑化
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国 県（1/6） 市町村（1/6） 計

 地域環境保全（里山林） 3.3 ha 396,000 66,000 66,000 528,000

教育・研修活動 6 回 228,000 38,000 38,000 304,000

　 　小　　計 624,000 104,000 104,000 832,000

 地域環境保全（竹林） 1.0 ha 285,000 47,500 47,500 380,000

 資機材・施設整備（1/2） 27,000 - - 27,000

　 　小　　計 312,000 47,500 47,500 407,000

活動推進費 39,000 6,500 6,500 52,000

 森林資源利用 0.2 ha 24,000 4,000 4,000 32,000

 資機材・施設整備（1/2） 11,000 - - 11,000

　 　小　　計 74,000 10,500 10,500 95,000

 森林資源利用 0.7 ha 84,000 14,000 14,000 112,000

　 　小　　計 84,000 14,000 14,000 112,000

４地区 1,094,000 176,000 176,000 1,446,000

平成３０年度 森林･山村多面的機能発揮対策交付金 （実績）
（交付金額： 円）

番
号

活 動 組 織 名
（活動場所）

取 組 メ ニ ュ ー 面積･回数
交付金額

活　　動　　内　　容

１

 にちなん森あそび
 の会

　（日 南 町）

・林内の雑草木の刈払い、枯損木・風倒木の除去、遊歩道整
備
・森林整備作業体験、森林多目的機能を体験する各種プロ
グラム

２
 チーム竹取物語

　（鳥 取 市）

・竹林整備、伐採、積上げ
・資機材（充電式刈払機１台）購入

合　　　計  

３

 日野町薪割り
 倶楽部

　（日 野 町）

・薪原木伐採、搬出
・資機材（チェーンソー １台）購入

４

 JA鳥取いなば青谷
 支店椎茸生産部

　（鳥 取 市）

・椎茸生産の為の原木の伐採、玉切り、搬出

－ 8－



国 県（1/6） 市町村（1/6） 計

活動推進費 112,500 18,750 18,750 150,000

 地域環境保全（里山林） 1.0 ha 285,000 47,500 47,500 380,000

　 　小　　計 397,500 66,250 66,250 530,000

 地域環境保全（里山林） 1.0 ha 120,000 20,000 20,000 160,000

　 　小　　計 120,000 20,000 20,000 160,000

 地域環境保全（竹林） 0.1 ha 28,500 4,750 4,750 38,000

 森林資源利用 0.1 ha 12,000 2,000 2,000 16,000

 資機材・施設整備（1/2） 749,900 - - 749,900

　 　小　　計 790,400 6,750 6,750 803,900

 森林資源利用 0.5 ha 60,000 10,000 10,000 80,000

　 　小　　計 60,000 10,000 10,000 80,000

４地区 1,367,900 103,000 103,000 1,573,900合　　　計  

３

 日野町薪割り
 倶楽部

　（日 野 町）

・竹林の伐採、チップ加工、搬出
・薪、しいたけ原木伐採、搬出
・資機材（チッパー１台、チェーンソー １台）購入

４

 JA鳥取いなば青谷
 支店椎茸生産部

　（鳥 取 市）

・椎茸生産の為の原木の伐採、玉切り、搬出

１

 にちなん森あそび
 の会

　（日 南 町）

・竹林の林況調査
・筍退治、枯竹除去、竹間伐、枝払い、玉切り、林内集積整理

２
 チーム竹取物語

　（鳥 取 市）

・竹林整備（竹の抜き切り）

令和元年度 森林･山村多面的機能発揮対策交付金 （継続中）
（交付金額： 円）

番
号

活 動 組 織 名
（活動場所）

取 組 メ ニ ュ ー 面積･回数
交付金額

活　　動　　内　　容
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事業２  緑と水の森林ファンド事業  

  １ 樹名板の設置（７２７,０００円） 

     樹木に親しみ、樹木を大切にする心を養うため、公園、学校等の公的な場所の樹木に、

県産材の樹名板を設置した。 

                                  （単位：枚） 

市町村 設 置 場 所 又 は 団 体 設置枚数 

鳥取市 

鹿野城跡公園 10 

鷲峯神社参道 50  

福部未来学園  4 

遷喬小学校  5 

佐治小学校 10 

八頭町 郡家西小学校 50 

若桜町 中之島公園 18 

倉吉市 北谷小学校 50 

境港市 
渡小学校 25 

誠道小学校  5 

伯耆町 岸本小学校  6 

大山町 
大山中学校  6 

中山小学校 84 

日南町 
印賀地内  5 

出立山 10 

日野町 文化センター 17 

江府町 奥大山木谷沢 25 

合  計 380 
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 ２ 木工工作キット配布事業（７１３,０００円） 

    小中学校の児童・生徒に木材触れることを通じて、木材の良さを認識してもらうため、

県産材を利用した工作キット等を希望のあった学校に配付した。 

                                                           （単位：セット､枚） 

市町村 配 布 場 所 
配布品及び数量 

キット スギ板 合 計 

鳥 取 市 

美保小学校 13 
 

13 

面影小学校 78  78 

世紀小学校 15  15 

津ノ井小学校 20  20 

湖山西小学校 49  49 

青谷小学校 32 41 73 

河原中学校 
 

50 50 

岩 美 町 
岩美南小学校 26  26 

岩美西小学校 16 
 

16 

八 頭 町 八東小学校 23 
 

23 

倉 吉 市 灘手小学校 25 
 

25 

三 朝 町 三朝小学校  8 
 

 8 

琴 浦 町 

浦安小学校 50 
 

50 

八橋小学校 10  10 

船上小学校 15  15 

赤碕小学校  46 46 

米 子 市 湊山中学校  121 121 

境 港 市 境小学校 20  20 

日吉津村 日吉津小学校 14  14 

大 山 町 中山小学校 16  16 

合    計 430 258 688 
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３ 青少年・民間活動グループ育成事業（２００,０００円） 

       民間のボランティア団体等の自主的な緑化活動を促進するため、緑化活動や学習会等

を行った次の２団体に対して助成した。 

           （単位：円） 

事業実施主体 事  業  内  容 事業費 助成額 

 
鳥取県木材青年経
営者協議会 
  （米子市） 
 

 木材の良さを普及啓発するため、木材を使っ

たオリジナルキット (小物入れ､おもちゃ箱、ご

み箱)を使い、組み立てる木工教室を開催。 152,000 100,000 

ふれあいの郷かあ
らやま 
   （大山町） 

 子供達が木や森に親しむよう、無垢板で棚を

組み立てる木工教室を開催。 135,806 100,000 

計 ２団体 
 

287,806 200,000 

 

 

   ４ 森林空間活用推進事業（２００,０００円） 

    森林・緑に関するイベント、学習会の開催並びに体験学習による植樹、保育作業の実 

   施、憩いの場・癒しの場としての森林整備に助成した。 

              （単位：円） 

事業実施主体 事  業  内  容 事業費 助成額 

 
山根の里づくり 
作業部会 
  （鳥取市） 
 

 集落周辺の放置林や耕作放棄地を里山公園的

な空間に変えていく。 

・藪の刈払い 

・桜等１５５本を植栽 

201,063 200,000 

 

 

  ５ 学校環境緑化モデル事業（１,０００,０００円)  

       (株)ローソン緑の募金による緑と水の森林ファンド事業積立金制度を活用して、学校

環境フィールドの整備に取り組む次の小・中学校に助成した。 

               （単位：円） 

事業実施主体 事  業  内  容 事業費 助成金 

鳥取市立 
遷喬小学校 

 
 

 校舎玄関を中心に樹木の整備と植樹を行い、
学校環境整備を行った。 

 植樹：ヤブコウジ等 ８０８本 
 伐採：７本 

500,000 500,000 

鳥取市立 
  桜ケ丘中学校 

４０周年の記念植樹と校舎周辺の樹木剪定を
行った。 

植樹：桜 ５本 
剪定：１０本 

500,000 500,000 
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事業３ 緑化普及事業 

  １ 普及啓発 

  （１） コンクール等の実施及び表彰 

        鳥取県と共催により、下記コンクール等を行い緑化意識の高揚に努めた。 

コンクール名 共 催 者 応募点数 表彰点数 内緑推表彰 

令和元年度鳥取県緑化運動・育樹
運動ポスター原画コンクール          

鳥 取 県    ５１     １３        ７ 

 

  （２）広報活動事業 

ア ショッピングセンター、各種イベント会場において、みどりの少年団等が緑の募金活

動を行って緑化運動への協力を呼びかけた。 

      イ 国土緑化及び育樹運動ポスターの掲示、並びに新聞広告の掲載により緑化の推進の広

報に努めた。 

   ウ 春の募金期間に合わせ､テレビ CMを放映し、緑化推進の広報に努めた。 

   エ ホームページにより情報公開に努めるとともに、各種催し等の迅速な情報提供に努め

た。 

 

   （３）会報誌の発行 

「とっとり緑推だより」を２回発行し、会員、イベント来場者、緑の募金団体等に配

布し、緑化推進の取り組みや緑の募金等についての情報提供に努めた。 

 

 

 

  ２ 緑化の推進 

  （１）一株植樹運動 

    家庭等の緑化を推進するため、市町村、苗木生産業者の協力を得て、緑化用苗木を安価で

斡旋した 

  取扱本数 ３０種類 ６，６７３本 
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当 年 度 前 年 度 増　減

4,257,000 4,247,000 10,000
3,377,000 3,347,000 30,000

880,000 900,000 -20,000
2,090,680 1,746,980 343,700
2,090,680 1,746,980 343,700
7,452,687 10,460,822 -3,008,135
1,300,000 1,000,000 300,000
1,840,000 1,840,000 0
1,000,000 1,500,000 -500,000
3,089,687 4,825,222 -1,735,535

47,000 712,800 -665,800
176,000 582,800 -406,800

0 20,000 -20,000
国土緑化推進機構等受託金 0 20,000 -20,000

21,461,416 21,515,837 -54,421
21,461,416 21,515,837 -54,421

804 9,258 -8,454
804 1,758 -954

0 7,500 -7,500
35,262,587 37,999,897 -2,737,310

34,773,995 36,668,429 -1,894,434
4,260,989 4,253,216 7,773

報酬 27,000 45,000 -18,000
1,386,913 1,413,827 -26,914
1,412,877 1,399,579 13,298
1,290,606 1,221,057 69,549

43,740 25,210 18,530
1,128,845 1,078,460 50,385

559,803 585,804 -26,001
681,072 896,511 -215,439

1,600,000 1,966,896 -366,896
3,353,508 3,110,354 243,154

802,201 754,791 47,410
44,744 46,293 -1,549
65,280 129,440 -64,160
13,521 13,584 -63
15,000 15,000 0
2,262 2,262 0

5,815,675 5,593,437 222,238
11,587,868 13,343,681 -1,755,813

333,378 476,766 -143,388
348,713 297,261 51,452

1,653,751 1,646,872 6,879
415,200 415,200 0
247,411 250,114 -2,703
108,000 108,000 0
88,526 89,945 -1,419
55,923 64,631 -8,708
96,180 124,260 -28,080
73,051 62,864 10,187

124,045 97,288 26,757
13,050 6,489 6,561
18,340 22,835 -4,495

140,184 140,270 -86
14,647 14,662 -15
16,742 13,342 3,400
11,116 11,501 -385
16,320 16,160 160

消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料

退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費

役員報酬
給料手当
報　酬
諸手当
臨時雇用賃金

支払手数料
管理費

賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払助成金

材料費
印刷製本費
光熱水料費

支払交付金
委託費

消耗品費

会議費
旅費交通費
通信運搬費

広告費

雑収益
  経常収益計

(2) 経常費用
事業費

給料手当

平成31年 1月 1日から令和元年12月31日まで

3.令和元年度正味財産増減計算書

 Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部

(1) 経常収益
受取会費

正会員受取会費
賛助会員受取会費

事業収益
一株植樹

受取補助金等
国土緑化推進機構交付金
国土緑化推進機構助成金

諸手当

消耗什器備品費

科        目

緑と水の森林ファンド助成金

県交付金 (多面的利用対策）
市町村交付金 (多面的利用対策）

臨時雇用賃金
福利厚生費

林野庁交付金 (多面的利用対策）

受託金

緑の募金
緑の募金

雑収益
受取利息
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当 年 度 前 年 度 増　減科        目

538 538 0
180,000 180,000 0
120,000 120,000 0
10,000 10,000 0
50,000 50,000 0
1,538 1,500 38

32,940 27,273 5,667
36,427,746 38,315,301 -1,887,555
-1,165,159 -315,404 -849,755

0 0 0
-1,165,159 -315,404 -849,755

0 0 0

0 0 0
0 0 0

-1,165,159 -315,404 -849,755
19,572,543 19,887,947 -315,404
18,407,384 19,572,543 -1,165,159

 Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

 Ⅲ 基金増減の部
当期基金増減額 0 0 0
基金期首残高 0 0 0
基金期末残高 0 0 0

 Ⅳ 正味財産期末残高 18,407,384 19,572,543 -1,165,159

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当期一般正味財産増減額

(1) 経常外収益
経常外収益計

(2) 経常外費用
経常外費用計

当期経常外増減額

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計
当期経常増減額

２ 経常外増減の部

支払負担金

委託費
支払手数料

緑の少年団全国連盟
全国緑化推進委員会連絡協議会

租税公課

国土緑化推進機構

　実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない
　（公益法人認定法　第１４条）

※　収支相償 ： 公益法人は、その公益目的事業を行うにあたり、当該公益目的事業の  
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0
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0
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4
.
令

和
元

年
度

正
味

財
産

増
減

計
算

書
内

訳
表

平
成

3
1
年

 
1
月

 
1
日

か
ら

令
和

元
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

（
単

位
：

円
）

科
 
 
 
 
 
 
 
 
目

公
益

目
的

事
業

公
１

(
緑

の
募

金
）

公
２

(
緑

と
水

)
公

３
(
緑

化
普

及
)

共
通

事
業

小
 
 
 
計

法
人

会
計

合
 
 
 
計

 
Ⅰ

 
一

般
正

味
財

産
増

減
の

部
１

 
経

常
増

減
の

部

3
,
0
8
9
,
6
8
7

0
0

0
3
,
0
8
9
,
6
8
7

0
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,
0
8
9
,
6
8
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6
1
,
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1
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1
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1
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00

0 0
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1
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1
,
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1
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8
4

7
0
0

0
2
1
,
4
6
1
,
4
1
6

2
5
,
5
7
4
,
1
1
9

3
,
3
4
0
,
0
0
0

2
,
0
9
0
,
6
8
0
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科
 
 
 
 
 
 
 
 
目

公
益

目
的

事
業

公
１

(
緑

の
募

金
）

公
２

(
緑

と
水

)
公

３
(
緑

化
普

及
)

共
通

事
業

小
 
 
 
計

法
人

会
計

合
 
 
 
計

0
0

1
8
,
3
4
0

1
8
,
3
4
0

当
期

一
般

正
味

財
産

増
減

額

5
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

当
期

経
常

増
減

額

２
 
経

常
外

増
減

の
部

(
1
)
 
経

常
外

収
益

経
常

外
収

益
計

(
2
)
 
経

常
外

費
用

経
常

外
費

用
計

当
期
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常

外
増
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額

0 0

委
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支
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計
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0
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Ⅳ
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        負債及び正味財産合計

19,572,543 -1,165,159

        正味財産合計 19,572,543 -1,165,159

        一般正味財産合計

0 0

    (2)その他一般正味財産 19,572,543 -1,165,159

    (1)代替基金

21,368,353 -1,523,92919,844,424

0

18,407,384

18,407,384

18,407,384

  ３．一般正味財産

        指定正味財産合計

0 0

  ２．指定正味財産

          基金

0 00

0

  １．基金

Ⅲ　正味財産の部

673,260 96,180

        負債合計 1,795,810 -358,770

        固定負債合計 769,440

1,437,040

          退職給付引当金 673,260 96,180

  ２．固定負債

17,508 -64

        流動負債合計 1,122,550 -454,950

          預り金 17,444

667,600

769,440

0 0

        基本財産合計

          前受金 566,000 -458,250

          未払金

  １．流動負債

Ⅱ　負債の部

539,042 3,364542,406

107,750

        資産合計 21,368,353 -1,523,929

        固定資産合計

673,260 96,180

        特定資産合計 673,260 96,180

          退職給付引当資産

673,260 96,180

769,440

769,440

769,440

19,844,424

    (2) 特定資産

  ２．固定資産

3,247,022 -735,313

        流動資産合計 20,695,093 -1,620,109

          未収金 2,511,709

19,074,984

    (1) 基本財産

          土地

          建物

0 0

0 0 0

5.貸借対照表
令和 1年12月31日現在

科        目

          現金預金 17,448,071 -884,796

  １．流動資産

前　年　度 増　減

Ⅰ　資産の部

当　年　度

16,563,275

0

0
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(流動資産)

預金

流動資産合計

(固定資産)

　 特定資産　

退職給付引当資産

固定資産合計

   資産合計

(流動負債)

未払金

前受金

預り金

　雇用保険料

流動負債合計

 (固定負債)

退職給付引当金

固定負債合計

　負債合計　

　正味財産

科        目

6.財産目録
令和 1年12月31日現在

合   計

　　普通預金

      鳥取銀行鳥取県庁支店　

      山陰合同銀行鳥取県庁支店　

      鳥取銀行鳥取県庁支店

      山陰合同銀行鳥取県庁支店　

      鳥取銀行鳥取県庁支店　

    振替貯金

      郵便局(法)

      郵便局(公)

      山陰合同銀行鳥取県庁支店　

    定期預金

    未収金

      鳥取銀行鳥取県庁支店　

      受託金
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氏    名 摘　　　　　要

選
　
任

 理 　事  荒 木　隆 宏 （株）新日本海新聞社総務局次長
辞
　
任

 理　　事 門 脇　憲 彦
 　　前（株）新日本海新聞社
　　　　執行役員読者販売局長

区 　　分 氏    名 摘　　　　　要区　　分

 理　　事 理　　事

役員（理事）の改選について

（選任案：　理事 １） （辞任： 理事 １）

（任期：令和３年２月（総会開催日））

氏    名 摘　　　　　要

選
　
任

 理 　事  荒 木　隆 宏 （株）新日本海新聞社総務局次長
辞
　
任

 理　　事 門 脇　憲 彦
 　　前（株）新日本海新聞社
　　　　執行役員読者販売局長

区 　　分 氏    名 摘　　　　　要区　　分

 理　　事 理　　事

役員（理事）の改選について

（選任案：　理事 １） （辞任： 理事 １）

（任期：令和３年２月（総会開催日））

氏    名 摘　　　　　要

選
　
任

 理 　事  荒 木　隆 宏 （株）新日本海新聞社総務局次長
辞
　
任

 理　　事 門 脇　憲 彦
 　　前（株）新日本海新聞社
　　　　執行役員読者販売局長

区 　　分 氏    名 摘　　　　　要区　　分

 理　　事 理　　事

役員（理事）の改選について

（選任案：　理事 １） （辞任： 理事 １）

（任期：令和３年２月（総会開催日））

第 2号議案
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報告事項（１） 

 

 

 

令和２年度事業計画及び収支予算について 

（令和２年１月１日～令和２年１２月３１日） 

 

 

事業１ 緑の募金事業 

 １ 基本計画 

緑の募金を原資として県内の森林の整備・緑化の推進と県民の緑化意識の高揚を図るため、

県・市町村・募金協力機関・ボランティア団体等の協力を得て、緑の募金活動を実施する。 

緑の募金の実施については、関係団体等の協力を得て、家庭募金、職場、企業募金 等の一

層の充実に努める。 

    

 

２ 募金期間 

    春期  令和２年 ３月２５日 ～ 令和２年 ５月３１日 

    秋期  令和２年 ９月 １日 ～ 令和２年１０月３１日 

 

 

 ３ 募金実施地域 

    鳥取県内一円で実施する。 

 

 

 ４ 募金の方法 

  （１）募金の実施者 

     公益社団法人鳥取県緑化推進委員会が、各市町村支部との連携のもとに、関係機関、ボ

ランティア団体等の協力を得て実施する。 

  （２）募金方法 

     家庭募金、学校募金、職場募金、企業募金、街頭募金、その他 

  

 

 ５ 募金の目標額   ２２，０００千円 

 

 

 

 

報告事項（１）
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 ６ 事業計画 

 （１）森林の整備事業（４００千円） 

    森林づくりの促進事業（４００千円） 

     水源林、森林公園、学校林、地域のシンボル的な森林等公共性の高い森林の整備及び森

林を利用した住民の交流活動等を促進するため、市町村・学校・団体等が行う森林づくり・

交流活動等に要する経費に対して、予算の範囲内で助成する。 

 

  （２）緑化推進事業 

 ① 全県緑化の推進（９５０千円） 

     ア 鳥取県植樹祭の開催（５００千円） 

       県民一人ひとりが、植樹を通じて自然との共生を図りながら、緑を育てる意識を醸成

し、緑豊かな郷土を未来に引き継ぐことを目的として、鳥取県、三朝町との共催により

第６５回鳥取県植樹祭を開催する。 

  ・開催期日  令和２年５月 

  ・開催場所  三朝町 

  ・参加予定者  県民、みどりの少年団 他（約 ５００名） 

 

     イ 誕生記念樹の贈呈（４５０千円） 

       赤ちゃんの誕生をお祝いするとともに、未来を担う子ども達に豊かな緑を引き継いで

もらうため、令和元年９月１日～令和２年８月３１日に生まれた赤ちゃんを対象に、配

布を希望される方１５０名に緑化樹を贈呈する。 

 

   ② 地域緑化の推進（１,２００千円） 

      住民の緑化意識の高揚と地域の緑づくりを推進するため、市町村・団体等が実施する緑

化活動及び緑化に関するイベントの開催等に要する経費に対して、予算の範囲内で助成す

る。 

 

   ③ 学校等緑化活動の推進（２,０６０千円） 

    ア 学校緑化推進事業（６００千円） 

      環境教育の推進のため、園庭・校庭の整備（樹木の植樹、手入れ等）に要する経費に

対し、予算の範囲内で助成する。 

 

    イ みどりの少年団交流集会の開催（５００千円） 

      みどりの少年団が、学習や共同生活をとおして、自然に親しみながら森林について理

解を深め思いやりの心を養うとともに、相互の交流と活動の活性化を図るため、交流集

会を開催する。 

  ・開催時期 令和２年８月 

  ・開催場所 東伯郡琴浦町山川  県立船上山少年自然の家 

  ・対 象 者 みどりの少年団員他 ６０名 
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    ウ みどりの少年団育成（７６０千円） 

      みどりの少年団の体制強化を積極的に図り、次代を担う子ども達が、心豊かな、自然

を愛する人間に育っていくことを目的として結成された「みどりの少年団」の活動を支

援するため、育成費及び新設団等の整備品を予算の範囲内で助成する。 

   ・助成対象みどりの少年団数 ３８団 

 

エ みどりの少年団活動の推進（１００千円） 

      地域での奉仕活動、野外での実践活動等、通常の少年団活動に加えてより充実した活

動を行うみどりの少年団の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で助成する。 

 

オ 全国緑の少年団指導者研修会参加助成（１００千円） 

      みどりの少年団指導者の指導体制の強化及び活動の活性化を図るため、全国緑の少年

団連盟が主催する指導者研修会へ県内指導者を派遣し、全国の指導者との交流、指導技

術の向上、情報交換行うため、参加者に対し経費の一部を助成する。 

  ・開催時期 令和２年１１月 

  ・開催場所 東京都内 

 

  ④  募金事業交付金（８,５７１千円） 

     各地域の学校や公共施設等公的施設の緑化を推進するため、募金団体が環境緑化事業等

を実施する場合、市町村支部を窓口として街頭募金・学校募金・家庭募金の募金額の６５％

の範囲内で募金事業交付金を交付する。 

  

  ⑤ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 （２,１２４千円）  

     荒廃が進む里山林を整備するため地域住民が森林所有者、ＮＰＯ法人、民間団体等と一

緒になって活動組織を作り、里山林の整備や侵入竹の除去、山林資源の活用等の活動を行

う場合、活動組織に対し交付金を交付する。 

  ・Ｒ２年度実施活動組織数  ４団体（予定） 

                                         
事業 ２ 緑と水の森林ファンド事業 

 １ 事業計画 

   県民及び青少年が森林・緑・水に触れ自然に対する認識を深め、住民参加による森林づくり

を県・市町村・関係機関・森林ボランティア団体等との連携を図りつつ、地域に密着した県民

参加の緑化運動を展開する。 

 

 （１）樹名板の設置（７００千円） 

    樹木に親しみ、樹木を大切にする心を養うため、公園、学校等の公的な場所の樹木に樹名

板を設置する団体等に県産材を活用した樹名板を配布する。 
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 （２）木工工作キット配布事業（６４０千円） 

    小中学校の児童・生徒に木材に触れることを通じて、木材の良さを認識してもらうため、

県産材を利用した木工工作キットを希望する学校に配布する。 

 

 （３）青少年・民間活動グループ育成（３００千円） 

    森林・緑についての理解を深め、緑化活動等に参加する意識を醸成するため、学習会、研

修会等の開催及び森林・緑づくりの実践活動を行う団体等が活動に要する経費に対して予算

の範囲内で助成する。 

  

 （４）森林空間活用推進事業（２００千円） 

    森林のさまざまな働きを活用して、森林を憩いの場、癒しの場、学習の場として活用し、

森林に対する理解を深める取り組みとして地域、団体等が行う森林の利用、広報活動等に対

して予算の範囲以内で助成する。 

 

（５）学校環境緑化モデル事業（１，０００千円） 

    学校環境の緑化を通じて青少年の環境教育の推進を図るために㈱ローソンが寄附した緑と

水の森林ファンド事業積立金制度を活用して、小学校等が行う緑化事業に要する経費に対し

て予算の範囲内で助成する。 

 

事業３ 緑化普及事業 

  １ 事業計画 

    県民に森林や緑への理解を深めてもらい、森林資源の保全と自然環境の向上を目的に、緑

化に関するＰＲ活動を積極的に行い、県民の自発的な森づくり・緑づくりへの参加について

普及・啓発に関する事業を展開する。 
 

 ２ 事業内容 

 （１）普及啓発事業 

ア コンクール等の実施及び表彰  

     緑化思想の高揚を図るため、鳥取県との共催により、次のコンクール等を実施する。 

         ○ 鳥取県緑化・育樹運動ポスター原画コンクール 

              ・実施時期 令和２年６月～１１月  

              ・対 象 者 小・中・高等学校の児童･生徒 

 

 （２） 広報活動事業 

   ア 緑化の普及啓発 

     緑化運動や各種イベントの開催等の周知を図ることにより緑化の普及啓発を推進する

ため、新聞広告、ポスター、チラシ並びにホームページ等により広報活動を行う。 
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      イ 会誌の発行 

         「とっとり緑推だより」を発行し、イベント会場等で配布し、県民等に緑化情報を提供

する。 

      ・発行回数 年２回 
  

 （３） 緑化運動の推進 

   ア 一株植樹運動 

         地域や家庭環境の緑化を推進するため、市町村、苗木業者等の協力を得て、植樹・緑化

用苗木を安価で斡旋する。 

             ・実施時期 令和２年３月 
 

イ 緑化運動推進 

     公益社団法人国土緑化推進機構公募事業の募集の周知徹底等を行い、県民の緑化意識の

高揚に努めるとともに、緑化の推進に資する。                                                                                                      
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当年度 前年度 増　減

4,237,000 4,267,000 -30,000
3,357,000 3,377,000 -20,000

880,000 890,000 -10,000
2,400,000 2,100,000 300,000
2,400,000 2,100,000 300,000
6,014,000 6,184,000 -170,000
1,050,000 950,000 100,000
1,840,000 1,840,000 0
1,000,000 500,000 500,000
1,993,000 2,700,000 -707,000

65,500 97,000 -31,500
65,500 97,000 -31,500

0 50,000 -50,000
国土緑化推進機構等受託金 0 50,000 -50,000

0 0 0
22,000,000 25,000,000 -3,000,000
22,000,000 25,000,000 -3,000,000

1,500 1,500 0
1,500 1,500 0

0 0 0
34,652,500 37,602,500 -2,950,000

33,455,620 37,515,513 -4,059,893
4,491,000 4,191,780 299,220

50,000 45,000 5,000
1,481,000 1,327,524 153,476
1,300,000 1,353,180 -53,180
1,200,000 1,144,742 55,258

50,000 57,645 -7,645
1,100,000 982,930 117,070

600,000 497,674 102,326
360,000 904,838 -544,838

1,800,000 1,906,200 -106,200
3,400,000 3,623,466 -223,466

560,000 816,063 -256,063
54,000 45,668 8,332
73,620 131,360 -57,740
14,000 13,904 96
15,000 27,000 -12,000
3,000 2,990 10

5,800,000 7,840,000 -2,040,000
10,244,000 11,646,000 -1,402,000

500,000 610,000 -110,000
350,000 347,549 2,451
10,000 0 10,000

1,845,540 1,395,625 449,915
0 273,600 -273,600

500,000 220,620 279,380
110,000 108,000 2,000
240,000 69,868 170,132
146,880 71,220 75,660
96,180 91,500 4,680

134,000 61,245 72,755
80,000 71,576 8,424
70,000 20,046 49,954

市町村交付金 (多面的利用対策）

退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費

役員報酬
給料手当
報　酬
諸手当
臨時雇用賃金

支払交付金
委託費
支払手数料
雑　費

管理費

賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払助成金

消耗品費
広告費
材料費
印刷製本費
光熱水料費

臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費

給料手当
報　酬
諸手当

 Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部

(1) 経常収益
受取会費

正会員受取会費
賛助会員受取会費

事業収益
一株植樹

受取補助金等
国土緑化推進機構交付金
国土緑化推進機構助成金
緑と水の森林ファンド助成金

県交付金 (多面的利用対策）

科        目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年 1月 1日から令和２年12月31日まで

令和２年度収支予算書

林野庁交付金 (多面的利用対策）

受託金

県受託金
緑の募金

緑の募金
雑収益

受取利息
雑収益

  経常収益計

(2) 経常費用
事業費
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当年度 前年度 増　減科        目

70,000 19,806 50,194
0 91,317 -91,317

40,000 40,000 0
110,000 17,203 92,797

6,000 11,345 -5,345
8,180 16,640 -8,460
300 710 -410

180,000 180,000 0
120,000 120,000 0
10,000 10,000 0
50,000 50,000 0

0 0 0
4,000 2,116 1,884

30,000 28,813 1,187
20,000 0 20,000

35,301,160 38,911,138 -3,609,978
-648,660 -1,308,638 659,978

0 0 0
-648,660 -1,308,638 659,978

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

-648,660 -1,308,638 659,978
-648,660 -1,308,638 659,978

17,649,646 18,958,284 -1,308,638
17,000,986 17,649,646 -648,660

 Ⅱ 指定正味財産増減の部 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

 Ⅲ 基金増減の部 0
当期基金増減額 0 0 0
基金期首残高 0 0 0
基金期末残高 0 0 0

 Ⅳ 正味財産期末残高 17,000,986 17,649,646 -648,660

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

雑　費
経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計
当期経常増減額

賃借料
租税公課
支払負担金

委託費
支払手数料

緑の少年団全国連盟

一般正味財産期末残高

当期一般正味財産増減額

２ 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計

通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費

国土緑化推進機構
全国緑化推進委員会連絡協議会
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公益社団法人 鳥取県緑化推進委員会 会員名簿（令和元年１２月３１日現在） 

 

１ 特別会員（１名） 

  鳥取県教育委員会教育長 

２ 正会員（９６名）【内訳：県・市町村２０  団体２２  個人５４】 

  鳥取県 鳥取市 岩美町 八頭町 若桜町 智頭町 倉吉市 湯梨浜町 三朝町 

  北栄町 琴浦町 米子市 境港市 南部町 伯耆町 日吉津村 大山町 日南町 

  日野町 江府町 

 

   （一財）日本きのこセンター  鳥取県漁業協同組合  （一社）鳥取県建設業協会 

   （一社）鳥取県造園建設業協会  鳥取県山林樹苗協同組合  鳥取県椎茸生産組合連合会 

  鳥取県商工会議所連合会  鳥取県森林組合連合会  鳥取県森林土木連絡協議会 

  鳥取県農業協同組合中央会  鳥取県連合婦人会  鳥取県木材協同組合連合会  

  鳥取県林業研究グループ連絡協議会  ㈱山陰合同銀行  

 

  鳥取県東部森林組合  八頭中央森林組合  智頭町森林組合  鳥取県中部森林組合  

  大山森林組合  鳥取県西部森林組合  鳥取日野森林組合  日南町森林組合  

 

 （東部地区個人会員）３０ 

池内  実  市谷 知子  岡村 通孝  尾崎  薫  尾崎 義弘  銀杏 泰利 

坂野経三郎  嶋沢 和幸  島谷 龍司  鈴木 和寿  砂場 隆浩  澤米 由己 

竹内 功次  地原  伸  常田 賢二  中島 規夫  西川 憲雄  浜崎 晋一 

濵辺 義孝  広谷 直樹  福田 俊史  福浜 隆宏  藤縄 喜和  本田誠之助 

前田八壽彦  松原 節夫  森田 章文  安田 信二  山口  享  山口 雅志 

  

 （中部地区個人会員） ７ 

 伊藤  保  興治 英夫  川部  洋  語堂 正範  藤井 一博  横山 隆義 

 由田  隆 

 

（西部地区個人会員）１７ 

 生田 公良  稲田 寿久  内田 隆嗣  内田 博長  鹿島  功  斉木 正一 

 澤  紀男  西村 弥子  野坂 道明  浜田 一哉  浜田 妙子  福間 裕隆 

 松田  正  森  雅幹  安田 優子  安田 由毅  山川 智帆 

 

                 （個人会員は地区別に五十音順） 
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３ 賛助会員（７３社） 

 ㈱愛進堂 ㈱アオキ建設 ㈲赤碕清掃 ㈲浅中錦松園 アサヒコンサルタント㈱ 

 ㈱井木組 因幡環境整備㈱ ㈱イブキ ㈲今松工務店 ㈱岩見組 ㈱ウエスコ鳥取支社 

 馬野建設㈱ ㈱遠藤農園  王子製紙㈱米子工場  王子木材緑化㈱米子営業所 

 オグラ建設㈱ ㈲小倉興産 ㈱オロチ ㈲片山庭園 河崎植木園 晃進建設㈲ 

㈱高野組 こおげ建設㈱  国土防災技術㈱鳥取営業所 ㈱山陰アサヒ・アド 

山陰建設㈱ ㈱山陰放送 山陰緑化建設㈱ ㈱重道組 ㈱シモモト ㈲進製作所 

 ㈱新日本海新聞社 ㈱大協組 ㈱大山緑化建設 ㈱大地企画 大和建設㈱ 大和森林㈱ 

 ㈱竹内組 ㈲辰巳園 ㈱タナカ ㈱谷尾樹楽園 ㈱谷口工務店 ㈲谷本種苗園芸 

 中央印刷㈱ 中国電力㈱鳥取支社 ㈱チュウブ  ㈱寺谷組 東洋交通施設㈱ 

鳥取市水道局  ㈱鳥取大丸  ㈲長石建設  中一建設㈱  ㈱ナガトウ建設 

名和公史跡組合 日南振興㈱ 日本海テレビジョン放送㈱  ㈱ヌック ㈱八田建設 

日ノ丸印刷㈱ ㈲福岡組 福上工業㈱ ㈱藤原組 ㈲プロテクト 北栄グリーン 

㈲松本建設  ㈲みどり建設  美保テクノス㈱  ㈲宮本組  八頭土木建築㈲ 

やまこう建設㈱ ㈱ランドサイエンス ㈲緑清園 ㈱渡辺造園 

（五十音順） 

 

 

 

 令和元年度会員及び口数移動状況                R1.12.31現在 

区 分 正 会 員 賛助会員 特別会員 合 計 

前 期 末  ８９（１０２） ７２（８９）    １ １６２（１９１） 

当 期 末 ９６（１０９） ７３（９０）    １ １７０（１９９） 

増 加    ７（７） １（１）    ０ ８（８） 

内 訳 
増    １０（１０） １（１）    ０ １１（１１） 

減    ３（３） ０（０）    ０ ３（３） 

 

 （令和元年度会員加入者）   

区 分 正 会 員 賛助会員 特別会員 合 計 

当 期 末 
(R01.12.31) 

９６（１０９）  ７３（９０）    １ １７０（１９９） 

令和元年度 
 加入者 

地原  伸(1)、尾崎  薫(1) 

常田 賢二(1)、山口 雅志(1) 

語堂 正範(1)、由田  隆(1) 

鹿島  功(1)、西村 弥子(1) 

安田 由毅(1)、山川 智帆(1) 

㈱オロチ 

（１） 
   ０ １１（１１） 

合 計 １０（１０） １（１）    ０ １１（１１） 

（注）（  ）は口数 
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公益社団法人鳥取県緑化推進委員会定款 

 

  第１章  総   則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、公益社団法人鳥取県緑化推進委員会と称する。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。 

 ２ この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。 

 

  第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 この法人は、森林の整備及び緑化の推進を図り、もって豊かな県土の発展に寄与

するとともに、緑化に係る国際協力にも寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (１) 緑の募金（緑の募金による森林整備等の推進に関する法律（平成７年法律第８８

号）第２条第２項の緑の募金をいう。以下同じ。）の推進及び緑の募金による寄附金

の管理に関すること。 

 (２) 緑の募金による森林の整備、緑化の推進並びにこれらに係る国際協力（以下「森

林整備等」という。）を行うものに対する交付金の交付、森林整備等の実施並びに森

林整備等に関する調査及び研究に関すること。 

 (３) 森林整備等に関する情報又は資料の収集及び提供に関すること。 

 (４) 緑化の普及啓発及び広報活動に関すること。 

 (５) 緑化活動に関すること。 

 (６) 公益社団法人国土緑化推進機構の行う「緑と水の森林ファンド事業」に関するこ

と。 

 (７) 国民参加の森林づくりの推進に関すること。 

 (８) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 

 

  第３章  会   員 

 

（法人の構成）  
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第５条 この法人の会員は、次に掲げる３種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）上の社員とする。 

 (１) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

 (２) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 

 (３) 特別会員 この法人に功労のあったもの又は学識経験者（個人又は団体）で総会

において承認されたもの。 

 

（会員の資格の取得） 

第６条 この法人の会員（特別会員を除く）になろうとする者は、入会申込書を理事長に

提出することによって申込みをし、その承認を受けなければならない。 

 ２ 前項の規定により入会の承認をしたときは、理事長は、会員名簿に所要事項を記載

するとともに、申込者にその旨通知するものとする。入会を拒否したときは、理事長

は申込者にその旨通知する。 

 ３ 理事長の推薦を受け、総会で特別会員として承認された者があるときは、理事長は

会員名簿に所要事項を記載するとともに、その者にこの法人の特別会員として推載す

る旨を通知する。 

 

（経費の負担） 

第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は毎年、総会にお

いて別に定める会費を払う義務を負う。ただし、特別会員は除く。 

 ２ 既納の会費は返還しない。 

 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意

にいつでも退会することができる。 

 

（除 名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を

除名することができる。 
  (１) この定款その他の規則に違反したとき。 

  (２) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 (３) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（会員の資格喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資

格を喪失する。 

  (１) 第７条の支払義務を２年以上履行しなかったとき。  
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  (２) 総正会員が同意したとき。 

 (３) 当該会員が死亡し､又は解散したとき。 

 

  第４章  総 会 

 

（構成） 

第１１条 総会は、正会員をもって構成する。 

 ２ 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。 

 

（権限） 

第１２条 総会は、次の事項について決議する。 

  (１) 会員の除名 

  (２) 理事及び監事の選任又は解任 

  (３) 常勤の理事の報酬等の額 

  (４) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細

書の承認 

  (５) 定款の変更 

  (６) 解散及び残余財産の処分 

  (７) 第３９条に定める借入の承認 

  (８) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１３条 総会は、定時総会として毎年度２月に１回開催するほか、必要がある場合に開

催する。 

 
（招集） 

第１４条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。 

 ２ 総正会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総

会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

 

（議長） 

第１５条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 

（議決権） 

第１６条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 
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（決議） 

第１７条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した

当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、出席した正

会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

  (１) 会員の除名 

  (２) 監事の解任 

  (３) 定款の変更 

  (４) 解散 

  (５) その他法令で定められた事項 

 ３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議

を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２０条に定める定数を

上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達

するまでの者を選任することとする。 

 

（議決権の代理行使） 

第１８条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長

に提出して、代理人による議決権を行使することが出来る。 

 

（議事録） 

第１９条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

 ２ 議事録には、議長及びその総会において選任された２人以上の議事録署名人が、署

名押印する。 

 

  第５章  役員 

 

（役員の設置） 

第２０条  この法人に、次の役員を置く。 

  (１) 理事 １０名以上１５名以内 

(２) 監事 ２名以内 

 ２ 理事のうち、１名を理事長、２名を副理事長とする。 

 ３ 理事長、副理事長以外の理事のうち１名の常務理事を置くことができる。 

 ４ 前２項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって

同法第９１条第 1 項第２号の業務執行理事とする。 

 

（役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は、正会員（法人その他団体にあっては、その役職員）の中から
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総会の決議によって選任する。ただし、理事５名以内及び監事１名は、正会員（法人

その他団体にあっては、その役職員）以外から選任することができる。 

 ２ 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（役員の要件） 

第２２条 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族（これらのもの

に準ずる者として当該理事と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

施行令第５条で定める特別の関係がある者を含む。）である理事の合計数が、理事の

総数の３分の１を超えないものであること。監事についても同様とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２３条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執

行する。 

 ２ 理事長、副理事長は、法令及びこの定款並びに理事会で定めるところにより、この

法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところに

より、この法人の業務を分担執行する。 

 ３ 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で年２回以上、

自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２４条  監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告書を作成する。 

 ２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第２５条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとする。 

 ２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時総会の終結の時までとする。 

 ３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。 

 ４ 理事又は監事は、第２０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事と

しての権利義務を有する。 
 

（役員の解任） 
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第２６条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（報酬等） 

第２７条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会におい

て定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出

した額を報酬等として支給することができる。 

 

  第６章  理  事  会 

 

（構成） 

第２８条 この法人に、理事会を置く。 

 ２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２９条 理事会は、次の職務を行う。 

  (１) この法人の業務執行の決定 

  (２) 理事の職務の執行の監督 

  (３) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第３０条 理事会は、理事長が招集する。 

 ２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 
 

（決議） 

第３１条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 
 ２ 前項の規定にかかわらず、法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議

があったものとみなす。 
 
（議事録） 

第３２条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 ２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、押印する。 

 
  第７章  緑の募金等に係る運営協議会 
 

（運営協議会の設置） 

第３３条 この法人に、毎事業年度の緑の募金及び緑と水の森林ファンド（以下「緑の募
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金等」という。）に関する事業の事業計画、収支予算、事業報告、収支決算その他緑

の募金の運営に関する重要事項を、この法人の諮問に応じて、調査審議する機関とし

て運営協議会を置く。 

 

（運営協議会の組織） 

第３４条 運営協議会は、委員１０人以上１５人以内で組織する。 

 ２ 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、鳥取県

知事の認可を受けて理事長が任命し、その任期は２年とする。 

 ３ 補欠又は増員により就任した運営協議会の委員の任期は、前任者又は現任者の残任

期間とする。 

 ４ 運営協議会の委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 

 

（運営協議会会長） 

第３５条 運営協議会に会長を置き、運営協議会の委員の互選によりこれを定める。 

 ２ 運営協議会の会長（以下この条において「会長」という。）は、運営協議会の会務を

総理する。 

 ３ 運営協議会の議長は、会長がこれに当たる。 

 ４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が

その職務を代行する。 

 

（委 任） 

第３６条 この章に規定するもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、理事

会の決議を経て、理事長が別に定める。 

 

  第８章  専門委員会 

 

（専門委員会） 

第３７条 理事長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理

事会の決議を得て、専門委員会を置くことができる。 

 ２ 専門委員会の委員は、理事会の決議を得て、理事長が委嘱する。 

 ３ 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。 

 

  第９章  資産及び会計 

 

（基本財産） 

第３８条 次の各号の財産は、この法人の基本財産とする。 
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  (１) 寄付者から基本財産に繰り入れることを指定された財産 

  (２) 理事会の決議により基本財産に繰り入れることとされた財産 

 ２ 前項の財産は、理事長がこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を

もって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認

を必要とする。 

 

（長期借入金） 

第３９条 この法人が借入をする場合には、当該事業年度内にその全額を返済することが

予定されている場合を除き、総会の決議を要する。 

 

（事業年度） 

第４０条 この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４１条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、緑の募金

にかかる部分については運営協議会の意見を聴いた後、理事会の承認を得て、その事

業年度開始の日の前日までに鳥取県知事に提出しなければならない。 

 ２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４２条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各

号に掲げる書類を作成し、緑の募金に係る部分については運営協議会の意見を聴いた

後、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

  (１) 事業報告  

  (２) 事業報告の附属明細書 

  (３) 貸借対照表 

  (４) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

  (５) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

  (６) 財産目録 

 ２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号の書類については、総

会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の種類については

承認を受けなければならない。 

 ３ 第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供

するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの

とする。 
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  (１) 監査報告 

  (２) 理事及び監事の名簿 

  (３) 常勤の理事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

  (４) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類 

 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第４３条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第

４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財

産残額を算定し、前条第３項第４号の書類に記載するものとする。 

 

  第１０章  定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４４条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。この場合において、

緑の募金に係る部分については、運営協議会の意見を聴かなければならない。 
 

（解 散） 

第４５条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４６条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅す

る場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く）には、公益目的

取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日か

ら 1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７

号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第４７条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

  第１１章 公告の方法 

 

（公告） 

第４８条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

 ２ 事故その他やむ得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合
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は、鳥取県内において発行する日本海新聞に掲載する方法による。 

 

  第１２章  事 務 局 

 

（設置等） 

第４９条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。 

  ２ 事務局の組織、運営及び内部管理等に必要な規則は、理事会の決議を経て、理事長

が定める。 

 

  第１３章  補 則 

 

第５０条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の

決議により別に定める。 

 

 附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第１０６号第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ この法人の最初の理事長は伊藤美都夫、副理事長は西山信一、森下洋一とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６号

第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったとき

は、第４０条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立

の登記の日を事業年度の開始日とする。 
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